
議案第９号  

 

損害賠償請求事件の和解について  

 

損害賠償請求事件に関し下記のとおり和解をすることについて、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により、市議会の

議決を求める。  

令和５年６月９日提出  

市川市長   田 中  甲     

 

 

記  

１ 和解の相手方  

東京都千代田区丸の内２丁目７番３号  東京ビルディング  

株式会社プロロジス  

オペレーション本部長  斉藤 奈緒子  

２ 事件の概要  

令和４年８月４日午後６時２２分頃、千葉県市川市塩浜１丁目７番１地先

において、市川市の管理する樹木が根元の腐食により倒れ、相手方のフェン

ス並びに駐輪場の屋根及び照明が損傷したもので、相手方が市川市にその事

故による損害の賠償を求めた事件である。  

３ 和解の内容  

⑴ 市川市は、相手方に対し、本件事故により生じた損害に対する一切の賠

償金として、金３,４４３,０００円の支払義務のあることを認め、同額を

支払う。  

⑵ 相手方は、今後いかなる事情が生じても前号の金額以外には、市川市に

対し、損害賠償その他名目の如何を問わず、一切の請求をしない。  

⑶ この仮示談書は、市川市議会の議決を得たときに、本示談書となる。  



⑷ 第１号の賠償金は、市川市議会の議決を得た後、遅滞なく支払うものと

する。  



理  由  

 

損害賠償請求事件について当事者間で合意に達し、和解により解決を図る

必要があるため、地方自治法第９６条第１項第１２号の規定に基づき提案す

るものである。  



仮 示 談 書  

 

市川市（以下「甲」という。）と株式会社プロロジス（以下「乙」という。）

は、下記の事故に係る損害賠償について、次のとおり示談する。  

 

記  

 

１ 事故発生日時  

令和４年８月４日  午後６時２２分頃  

２ 事故発生場所  

千葉県市川市塩浜１丁目７番１地先  

３ 事故の内容  

上記日時及び場所において、甲の管理する樹木が根元の腐食により倒れ、

乙のフェンス並びに駐輪場の屋根及び照明が損傷したものである。  

４ 示談の条件  

⑴ 甲は、乙に対し、本件事故により生じた損害に対する一切の賠償金とし

て、金３,４４３,０００円の支払義務のあることを認め、同額を被害物件

の管理者（関電ファシリティーズ株式会社）の指定する金融機関口座に支

払う。  

⑵ 乙は、今後いかなる事情が生じても前号の金額以外には、甲に対し、損

害賠償その他名目の如何を問わず、一切の請求をしない。  

⑶ この仮示談書は、市川市議会の議決を得たときに、本示談書となる。  

⑷ 第１号の賠償金は、市川市議会の議決を得た後、遅滞なく支払うものと

する。  

 

 

 

 



この示談の成立を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各自

その１通を保有する。  

 

令和５年５月２５日  

 

甲  千葉県市川市八幡１丁目１番１号  

市川市  

代表者 市長  田  中   甲  

 

乙  東京都千代田区丸の内２丁目７番３号  

東京ビルディング  

株式会社プロロジス  

   オペレーション本部長  斉藤  奈緒子  
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